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事務総局会議（第26回）議事録

日時 平成29年9月12日 （火）午前10時00分～午前11時35分

場所 総局会議室

出席

者

今崎事務総長，中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事

局長兼行政局長，平木刑事局長，村田家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課

長安東情報政策課長，門田審議官

議事 1 予納郵便切手の保管方法の変更及び管理方法の整備に伴う予納郵便

切手の取扱いに関する規程の一部改正について

中村総務局長説明（資料第1）

2民事事件担当裁判官等協議会の開催について

平田民事局長説明（資料第2）

C 寺

結果
◎裁判官会議付議1

◎了承2
■ 。

秘書課長 徳 岡



需蕊舗嘉料茅’ 1
(平成29． 9． 12総三印）

予納郵便切手の保管方法の変更及び管理方法の整備に伴う予納郵便切

手の取扱いに関する規程の一部改正について

I
(配布資料目録）

予納郵便切手の取扱いに関する規程の一部を改正する規程案
｡

予納郵便切手の取扱いに関する規程の一部を改正する規程の理由案

１
、
２
３(と 予納郵便切手の取扱いに関する規程の－部を改正する規程新|日対照条文

、
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第
九
条
主
任
書
記
官
及
び
訟
廷
管
理
官
は
、
そ
の
管
理
す
る
予
納
郵
便
切
手
が
損
傷
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ

の
規
定
に
よ
り
予
納
郵
便
切
手
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
」
に
改
め
る
。

に
お
い
て
そ
の
事
件
に
つ
い
て
自
ら
保
管
す
る
予
納
郵
便
切
手
が
あ
る
と
き
、
又
は
」
を
削
る
。

最
高
裁
判
所
規
程
第

ズ

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
・
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
所
在
不
明
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
予
納
郵
便
切
手
を
返
還
す
る
こ
と
が
．
で
き
な
い
」
を
「
前
条
第
二
項

第
七
条
第
一
項
中
「
訟
廷
管
理
官
又
は
」
を
削
り
、
「
そ
の
保
管
す
る
」
を
「
返
納
を
受
け
た
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
上
訴
、
差
戻
し
、
移
送
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
他
の
裁
判
所
に
事
件
に
関
す
る
記
録
を
送
付
す
る
場
合

第
三
条
中
「
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
訟
廷
管
理
官
が
自
ら
保
管
す
べ
き
場
合
を
除
き
」
を
削
る
。

予
納
郵
便
切
手
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
廃
棄
） 予

納
郵
便
切
手
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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ぱ
な
ら
な

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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す
る
と
と
も
に
、
予
納
郵
便
切
手
の
よ
り
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
、
予
納
郵
便
切
手
の
管
理
方
法
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

予
納
郵
便
切
手
を
管
理
す
る
機
能
を
有
す
る
事
件
処
理
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等
に
伴
い
、
予
納
郵
便
切
手
の
保
管
方
法
を
変
更

宛

理
由
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（
訟
廷
管
理
官
に
よ
る
受
入
れ
及
び
引
継
ぎ
）

第
一
二
条
訟
廷
管
理
官
（
訟
廷
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
主
任
書

記
官
を
含
む
。
以
下
同
じ
・
）
は
、
当
事
者
等
（
当
事
者

又
は
事
件
の
関
係
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
が
郵
便
切

手
を
予
納
し
た
と
き
、
又
は
他
の
裁
判
所
か
ら
予
納
郵
便

切
手
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
当
該
予
納
に

係
る
事
件
が
係
属
す
る
部
に
配
置
さ
れ
た
主
任
書
記
官
に

予
納
郵
便
切
手
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
四
号
）

予
納
郵
便
切
手
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

６
０
ｌ
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０
Ⅱ
Ｉ
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Ｉ
０
Ｊ
Ｉ
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０
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
０
０
■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
今
日
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
Ｉ
ｂ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｂ
０
ｐ
Ｉ
ｐ
Ｉ
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力

新

（
訟
廷
管
理
官
に
よ
る
受
入
れ
及
び
引
継
ぎ
）

第
三
条
訟
廷
管
理
官
（
訟
廷
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
主
任
書

記
官
を
含
む
。
以
下
同
じ
・
）
は
、
当
事
者
等
（
当
事
者

又
は
事
件
の
関
係
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
が
郵
便
切

手
を
予
納
し
た
と
き
、
又
は
他
の
裁
判
所
か
ら
予
納
郵
便

切
手
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

ｂ

旧

管
理
官
が
自
ら
保
管

、

最
高
割
裁
判
所
剥
削
別
個

0

‐5．
●



0

8

（
上
訴
等
に
伴
う
引
継
ぎ
）

第
六
条
（
略
）

２
訟
廷
管
理
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
予
納
郵
便
切
手

の
引
継
ぎ
を
受
け
・
た
と
き
は
、
こ
れ
を
事
件
記
録
の
送
付

を
受
け
る
裁
判
所
の
訟
廷
管
理
官
（
そ
の
裁
判
所
が
最
高

裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
は
、
訟
廷
首
席
書
記
官
）
に
引
き

継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幅
画
ｎ
匹
ｒ
摩
ひ
ロ
矛
Ｄ
吟
閉
尿
碩
嗣
缶
爪
揮
彫
辱
院
ｐ
い
Ⅸ
酢
ｒ
Ｆ
シ
ｒ
Ｐ
Ｅ
Ｆ
Ｐ
い
ぼ
険
Ｆ
Ｆ
Ｆ
腱
脾
卜
ｍ
Ｈ
Ｒ
ｒ
■
Ｗ
Ｆ

な
ら
な
い
。

（
上
訴
等
に
伴
う
引
継
ぎ
）

第
六
条
（
同
上
）

２
訟
廷
管
理
官
は
、

納
郵
便
切
手
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
事
件

記
録
の
送
付
を
受
け
る
裁
判
所
の
訟
廷
管
理
官
（
そ
の
裁

判
所
が
最
高
裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
は
、
訟
廷
首
席
書
記

官
）
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｌ納郵
便
切
手
が
あ
る
と
き
、
又
は

る
場
合
に
お
い
て
そ
の
事
件
に
つ
い
て
自
ら
保
管
す
萄
詞

田
に
よ
り
他
の
裁
判
所
に
事
件
に
関
前
割
記
録
を
送
付
計

場
合
風
創
陶
Ｊ
司
、
こ
れ
を
当
該
予
納
に
係
る
事
件
が
係
属
す

る
部
に
配
置
さ
れ
た
主
任
書
記
官
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば

偏
臘
Ⅸ
叩
Ｉ
股
ｆ
鵬
騰
喉
，
隅
艮
眉
と
Ｆ
慢
膿
恩
ｒ
膜
旧
Ⅱ
階
、
側
Ｒ
Ｉ
ｈ
ｎ
噌
陥
側
隆
ｉ
脚
降
ほ
ず

上
訴
、
差
戻
し
、
一
移
送
刻
渕
叫
側
州
到
詞

毛
脚
一
Ｆ
埒
且
切
才
也
守
〃
勺
や
埴

前
項
の
規
定
に
よ
り
予
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が
生
じ
た
と
き
か
ら
十
年
間
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
（
略
）

第
八
条
訟
廷
管
理
官
は
、

（
返
還
等
）

第
七
条
主
任
書
記
官
は
、
制
詞
獅
劃
割
劃
Ⅶ
刺
予
納
郵
便
切
手

に
つ
い
て
返
還
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

返
還
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
し
、
そ
の
者
か
ら
受
領
書

を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）
《

（
保
存
等
）

納
郵
便
切
手
の
引
継
ぎ
を
受
け
た

（
廃
棄
）

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
予

と
き
は
、
返
還
の
事
由

〔

'

第
八
条
訟
廷
管
理
官
は
、

２
（
同
上
）

第
七
条
訓
刺
飼
司
劃
割
引
剣
制
主
任
書
記
官
は
、

の
者
か
ら
受
領
書
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
保
存
等
）

ｌる
予
納
郵
便
切
手
に
つ
い
て
返
還
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

、
返
還
の
事
由
が
生
じ
た
と
き
か
ら
十
年
間
こ
れ
を
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刎
詞
刈
細
詞
剴
個
馴
到
干
浄
星
悠
還
寺
ソ
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
こ
れ
を
返
還
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
し
、
そ

（
返
還
等
）

〈
、

所
在
不
明
そ
の
他
の
理
由
に
よ

グ

そ
の
保
管
す

と
き
は
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’
第
十
条 ヨ

第
十 な

け
へ

（
亡
失
又
は
損
傷
等
の
報
告
）

へ

訟
廷
首
席

帳
簿

一

条
ー

ば
な
ら
な

へ

略へ へ

略
雲
冒 略

…

L－夕

記
官
が
行
な

ー

い
◎

う
管
理

寺

rI ー

’
第
十
条 ’

第
九
条

へ

新
設

へ へ へ

亡
失
又
は
損
傷
等
の
報
告
）

帳
簿

訟
廷
首
席

ー

…

へ へ

同
上

同
上

へ

い
窒
雪同

上 ー

記
官
が
行
な
う

…

ー

管
理
ー
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1事務総局会議資料寡ユ
（ ？月イミ日開催）

(資料）

（平成29． 9． 12民二印）

民事事件担当裁判官等協議会の開催について

主催 (1) 東京，札幌各高等裁判所

(2) 大阪，広島各高等裁判所

(3) 名古屋，仙台各高等裁判所

(4) 福岡，高松各高等裁判所

平成30年1月から同年2月までの間の1日

1(1)については，東京高等裁判所

1(2)については，大阪高等裁判所

1(3)については，名古屋高等裁判所

1(4)については，福岡高等裁判所

(1)合議体による審理の充実・活用を図り，裁判の質を高める

ために庁として取り組むべき課題

(2) 単独事件において争点中心型の充実した審理を行い，裁判

の質を高めるために庁として取り組むべき課題

(3)改正債権法に対応し，裁判の質を高めるために庁として取

り組むべき課題 “

(1)各地方裁判所の民事事件を担当する部総括裁判官及び右陪

席裁判官1人ずつ

(2) ，各地方裁判所の民事首席書記官又は民事次席書記官いずれ

1

期日

場所

２
３

〈

協議事項4

く 出席者5

か1人

オブザーバー各高等裁判所の民事事件を担当する陪席裁判官1人6

～


